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岩井・境都市計画 地区計画の変更  
【五霞町決定】 

【変更理由】 

 本地区計画の変更は，当地区の複合型産業拠点の形成において，地域の活性化や産業の振興に資する適
切な土地利用を誘導していくために行うものである。 

【主な変更内容】 

①地区区分の変更 
 変更前：地区区分なし 
 変更後：Ａ１地区（約３０．６ha），Ａ２地区（約１．８ha），Ｂ地区（約６．４ha） 

 
②建築物の高さの最高限度の変更 
 変更前：全地区 → 最高限度２５ｍ以下 
 変更後：Ａ１地区及びＡ２地区 → 最高限度２５ｍ以下 
      Ｂ地区 → 最高限度３５ｍ以下 
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